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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２３年１２月１５日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

                           

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年３月１日 ０９時５０分ごろ 

発生場所 愛知県東海市東海元浜ふ頭北方沖 

 愛知県名古屋市所在の名古屋港高潮防波堤中央堤東灯台から真方位

０４５°４海里付近   

 （概位 北緯３５°０２．６′ 東経１３６°５２．６′） 

事故調査の経過 平成２３年４月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第八栄
えい

福
ふく

丸、４８８トン 

１３４４３９、筒井海運株式会社 

７０.１４ｍ×１３.２０ｍ×７.２０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成８年１０月 

Ｂ 油タンカー 第三嘉
か

栄
えい

丸、９４トン 

１２９７１４、株式会社嘉栄商会 

３４.９５ｍ×７.４０ｍ×２.５０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、２２８kＷ、昭和６１年５月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６０歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成１２年８月２３日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年８月１３日 

  免状有効期間満了日 平成２７年９月１５日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５４歳 

四級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 昭和５３年１２月８日 

 免 状 交 付 年 月 日 平成２２年７月８日 

 免状有効期間満了日 平成２７年７月１８日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部亀裂 

Ｂ 右舷船首部擦過傷 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、東海元浜ふ頭北方沖において錨泊

中、Ｂ船は、船長Ｂほか１名が乗り組み、燃料補給のためにＡ船左舷側へ

接舷後、接舷場所をＡ船右舷側へ変更することになり、Ａ船左舷側から後

進をかけて離船作業中、Ａ船船尾が左舷側に振れ回るとともに、後進をか

けていたＢ船船首が右転して平成２３年３月１日０９時５０分ごろＡ船の

左舷船尾部とＢ船右舷船首部が衝突した。 
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船長Ｂは、Ｂ船が一軸右回り船であり、後進時に船首が右転する特性が

あることを認識していた。 

船長Ｂは、Ａ船の左舷側から離船する際、風及び潮流の影響を考慮せ

ず、Ｂ船の船尾部とＡ船との距離を離すことなく後進をかけた。 

本事故による油の流出及び浸水はなかった。 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：潮流 南流 

その他の事項 Ａ船は、本事故発生時、空船状態で錨泊中であったが、主機及び操舵装

置等を停止して錨泊を開始した直後であった。 

本事故発生前、北西の風と南向きの潮流があったが、Ａ船及びＢ船の船

首は南西方向を向いていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ あり 

あり 

Ｂ船は、東海元浜ふ頭北方沖において、錨泊中

のＡ船の左舷側から離船する際、船長Ｂが、風や

潮流の影響を考慮せず、Ａ船との距離を離すこと

なく後進をかけたことから、左舷側に振れ回った

Ａ船の船尾部と右転したＢ船の船首部とが衝突し

たものと考えられる。 

原因 本事故は、Ｂ船が、東海元浜ふ頭北方沖において、錨泊中のＡ船の左舷

側から離船する際、船長Ｂが、風や潮流の影響を考慮せず、Ａ船との距離

を離すことなく後進をかけたため、左舷側へ振れ回ったＡ船の船尾部と右

転したＢ船船首部とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・錨泊船への接舷又は離船に際しては、錨泊船や自船の動きに注意する

こと。 

 




